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居宅介護支援重要事項説明書 

<令和８年４月１日> 
 

１．事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 富士見会  設立年月日 平成 4 年 7 月 1 日 

法人 所在地 群馬県前橋市富士見町小沢 207-1 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代表者 氏名 理事長 星野 好孝 

電 話 番 号 ０２７－２８８―８２２１ 

 

２．居宅介護支援事業所の特徴 

（１）運営の方針 

要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運

営に際しては、利用者の居宅等を訪問し、要介護者の有する能力や提供を受けている指定居宅サービス、

また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように「居

宅サービス計画」等の作成及び変更をします。 

 また、関係市町村や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携および

連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。 

 

（２）居宅介護支援の実施内容等 

  ♢ 居宅サービス計画作成 

  ♢ 指定サービス事業者等との連絡調整 

  ♢ 介護保険施設等への紹介 

  ♢ 利用者に対する相談援助業務 

 

（３）介護サービス情報の公表について 

 平成１８年度の介護保険法改正により『介護サービス情報』の公表が開始されました。 

介護サービスの利用者等が公表されたサービス事業所の情報を比較検討することにより、主体 

事業者選択を可能にすることを目的としており、経営状況等を一般に公開するものです。 

 公表する介護サービス情報は厚生労働省令で規定されており、その内容は概ね次の通りです。 

 ・ 基本情報項目：事業所の名称・所在地・連絡先・利用者数・職員配置等の基本的な情報 

 ・ 調査情報項目：介護サービスの内容について、調査等により事実確認した情報 

・  研修の受講等、認知症に係る事業者の取組状況 

・  前６ヵ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・ 

福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

・  前６ヵ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・ 

福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

ふじみ居宅介護支援センターの内容については『社会福祉法人富士見会ホームページ』または、 

『群馬県介護サービス情報公表センターホームページ』にて閲覧できます。 

 



 

 

2 

 

３．概要 

(１)居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事  業  所  名 ふじみ居宅介護支援センター 

事業所長 樺澤 光芳   管理者 工藤 正恵 

所    在    地 群馬県前橋市富士見町小沢１１７番地２ 

   電 話 番 号 ０２７－２８８－１８００ 

介護保険指定番号 平成 12 年 2 月 1 日指定 介護保険事業所番号 1072000209 

サービス提供地域 前橋市、渋川市 

 

(２)当法人のあわせて実施する事業 

種 類 事 業 者 名 事 業 者 指 定 番 号 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム サンホームふじみ １０７２０００２４１ 

短期入所生活介護 特別養護老人ホーム サンホームふじみ １０７２０００２４１ 

地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと １０９０１００３９５ 

通所介護 ふじみ第１デイサービスセンター １０７２０００２８２ 

通所介護 ふじみ第２デイサービスセンター １０７２０００２９０ 

地域包括支援センター 前橋市地域包括支援センター北部 １０００１００１３９ 

 

(３)職員体制 

従 業 員 の 職 種 区分 業  務  内  容 人数 

管理者兼 

主任介護支援専門員 
常勤 事業所の運営および業務全般の管理 １名 

主任介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 １名 

介護支援専門員 常勤 居宅介護支援サービス等に係わる業務 ４名 

  事業所は特定事業所加算Ⅱを算定しています 

 

(４)勤務体制 

営 業 日 

月 ～ 土 

午前８時３０分～午後５時３０分 

原則として、日曜日および年末年始（12/31～1/3）を除く 

緊急連絡先 電話等により 24時間連絡が可能な体制 

(５)居宅介護支援サービスの実施概要 
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事  項 備  考 

課題分析の方法 厚生労働省の標準課題項目に準じて最低月１回は利用者の居宅を訪問

し、適切な期間に計画の実施状況の把握を行う 

 

委員会・研修の参加 

現任研修等、資質向上のため必要な各種研修に計画的に参加 

感染症対策研修、業務継続計画、ハラスメント対策、人権擁護・虐待防止研修、リスク 

マネジメント研修・身体拘束防止研修、認知症介護研修、ヤングケアラー支援、  

生活困窮制度、難病支援等の委員会・研修に参加 

担 当 者の変更 担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能 

 

(６)利用料金及び居宅介護支援費 

   居宅介護支援費Ⅰ 

居宅介護支援費(ⅰ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 45件未満 

要介護 1･2 1,086単位 

要介護 3･4･5 1,411単位 

居宅介護支援費(ⅱ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 45～60件 

要介護 1･2 544単位 

要介護 3･4･5 704単位 

居宅介護支援費(ⅲ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 60件以上 

要介護 1･2 326単位 

要介護 3･4･5 422単位 

居宅介護支援費Ⅱ（逓減制において、一定の ICTの活用又は事務職員の配置を行っている） 

居宅介護支援費(ⅰ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 50件未満 

要介護 1･2 1,086単位 

要介護 3･4･5 1,411単位 

居宅介護支援費(ⅱ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 50～60件 

要介護 1･2 527単位 

要介護 3･4･5 683単位 

居宅介護支援費(ⅲ) 介護支援専門員 1人あたりの 

担当件数が 60件以上 

要介護 1･2 316単位 

要介護 3･4･5 410単位 

                               前橋市 7 級地 10.21 

(７)利用料金及び居宅介護支援費[減算] 

特定事業所集中減算 
正当な理由なく特定の事業所に 80％

以上集中等 

（指定訪問介護・指定通所介護と指

定地域密着型通所介護・指定福祉用

具貸与） 

１月につき 200単位減算 

運営基準減算 
適正な居宅介護支援が提供できてい

ない場合 

運営基準減算が２月以上継続してい

る場合算定できない 

基本単位数の 50％に減算 
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(８)特定事業所加算 

算定要件 
加算Ⅰ
(519 単位) 

加算Ⅱ 
(421 単位) 

加算Ⅲ 
(323 単位) 

加算 A 
(114 単位) 

①  
常勤の主任介護支援専門員を配置していること（支障がなけれ

ば、同一敷地内の事業所と兼務も差し支えない） 
 ○ ○  

②  
常勤の主任介護支援専門員２名以上配置していること（支障が

なければ、同一敷地内の事業所と兼務も差し支えない） 
○    

③ 常勤の介護支援専門員を３名以上配置していること ○ ○   

④ 常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること   ○  

⑤ 
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に

係る伝達事項等を目的とした会議を定期的に開催すること 
○ ○ ○  〇 

⑥ 
24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談

に対応する体制を確保していること 
○ ○ ○ 連携可 

⑦ 
算定日が属する月の利用者総数のうち要介護３～要介護５であ

る者が４割以上であること 
○    

⑧ 介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること ○ ○ ○ 連携可 

⑨ 
地域包括支援センターから支援困難な事例を紹介された場合に

おいても居宅介護支援を提供していること 
○ ○ ○  〇 

⑩ 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ○ ○ ○  

⑪ 
介護支援専門員１人あたりの利用者の平均件数が 45件未満（居

宅介護支援費Ⅱを算定している場合は 50 件未満） 
 ○  ○  ○  

⑫ 
介護支援専門員実務研修における科目等に協力または協力体制

を確保していること 
○ ○ ○  

⑬ 
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討

会、研修会等実施していること 
○  ○  ○  

⑭ 
必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス（イ

ンフォーマル含む）が包括的に提供されるような居宅サービス

計画を作成していること 

○ ○ ○  

⑮ 
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や障害者、生活

困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知

識等の事例検討会、研修等に参加していること 

〇 〇  〇 ○ 

 

（９）加算について 

初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300単位 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 
病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療

所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 

※入院日以前の情報提供も含む。 

※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は

入院日の翌日を含む。 

 

250単位 

 

 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 
病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、当該

病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った

場合 

※営業時間終了後に入院した場合であって入院日から起

算して３日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。 

 

200単位 

     

イ）退院・退所加算（Ⅰ）イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回

受けていること 

450単位 
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ロ）退院・退所加算（Ⅰ）ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けている

こと 

600単位 

 

ハ）退院・退所加算（Ⅱ）イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回

受けていること 

600単位 

 

ニ）退院・退所加算（Ⅱ）ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレ

ンスによること 

750単位 

 

ホ）退院・退所加算（Ⅲ） 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る

必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンフ

ァレンスによること 

900単位 

ターミナル 

ケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者に対して終末期の医療やケア方針

の意向を確認して、死亡日及び死亡日前 14 日以内に２日

以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サー

ビス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算

定 

400単位 

 

緊急時等 

居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員

と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必

要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 

200単位 

通院時情報連携加算 

 

利用者が医師、または歯科医師の診察を受ける際に同席

し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情

報提供を行い、医師、歯科医師から利用者に関する必要な

情報を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 

50単位 

 

４．利用者からの相談または苦情に対応する窓口 

（１）苦情の受付 

受付窓口 当事業所管理者又は当施設総務課 

担 当 者 居宅介護支援センター  管理者 工藤正恵 

当施設総務課     総務課長 大津和也 

電話番号 居宅介護支援センター ０２７－２８８－１８００ 

総務課        ０２７―２８８―８２２１ 

対応時間 ８：３０～１７：３０（月～金） 

 

（２）第３者委員における苦情の受付 

   ①金子 さよ子  前橋市富士見町原之郷３４８  電話番号０２７－２８８－３２９０ 

②関口 宏    前橋市富士見町田島８５９－７ 電話番号０２７－２８８－６２５２ 

 

 

※苦情解決の方法 

   ① 苦情の受付 

      苦情は、口頭、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

     なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 
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② 苦情受付の報告・確認 

      苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出 

     人が第三者委員への報告を拒否された場合を除く）に報告いたします。第三者 

     委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

    ・苦情解決責任者  星野 好孝（理事長）軽易な場合は、樺澤 光芳（施設長） 

③ 苦情解決のための話し合い 

      苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

     その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

      なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

      ア：第三者委員による苦情内容の確認 

      イ：第三者委員による解決案の調整、助言 

      ウ：話し合いの結果や改善事項の確認 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

①前橋市役所介護保険課 

所在地 前橋市大手町二丁目１２－１ 

電話番号 ０２７－２２４－１１１１（代表） FAX ０２７－２８４－３００３ 

受付時間  ８：３０－１７：１５ 

    ②群馬県国民健康保険団体連合会 

   所在地 前橋市元総社町 ３３５－８ 

   電話番号 ０２７－２９０－１３２３ 

 

（４）円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等 

 苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者か

ら事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討

の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。 

 

(５)苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

 サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、よりよ

いサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問

し、円滑な対応が図れるようにします。 

 

５．事故発生時の対応 

事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精

神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致しま

す。 

 ①事故発生の報告 

  事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村（保険者）に報告します。 

 

 ②処理経過及び再発防止策の報告 

 ①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村（保険者）

に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。 

 

６．虐待防止に関する対応 
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   ① 法人内の高齢者虐待防止のための対策委員会（テレビ電話も活用）に定期的に参加、結果に

ついて事業所内で周知する。 

② 虐待防止の指針の整備、法人内の研修に参加する。 

 

７．業務継続に向けた取り組み 

     事業所は感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供でき

る体制を構築する観点から業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シュミレ

ーション）を実施しています。 

８．緊急時の対応方法 

事業者はサービス事業者から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に

連絡を行い指示に従います。 

 

９．主治の医師および医療機関等との連絡 

 事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報につ

いて必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うこ

とを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。 

 ①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、入院時に持 

参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名および担当の介護支援専門員がわかるよう、名 

刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。 

 ②また、入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名称を伝 

えていただきますようお願いいたします。 

 

１０．秘密の保持 

 ①事業者は、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者お 

よび家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

  この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 ②事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の個 

人情報を用いません。 

 ③事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当 

該家族の個人情報を用いません。 

 

１１．利用者自身によるサービスの選択と同意 

 ①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利 

用者または家族に対して提供するものとします。 

 ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を 

紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事 

業所等の選定理由の説明を求めることができます。 

 ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の 

事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。 

 ・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当 

者からなる、サービス担当者会議の招集ややむを得ない場合には照会等により、当該居宅サービス計 

画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合 

意を図ります。 
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 ②末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が１ヶ月以内に出現すると主治の医師等 

が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言等を得ながら、通常よ 

りも頻回に居宅訪問（モニタリング）をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の 

把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師や 

ケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内 

容の調整等を行います。 

 

  

③前６ヵ月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉 

用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６ヵ 

月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護・通所介護・福祉用具貸 

貸与及び地域密着型通所介護ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サー 

ビス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき説明を行います。 

 

 

 

 当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。     

この証として本書２通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各自１通を保有するものとします。 

 

説明日  令和   年   月   日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供に際し、本書面の交付に加えて重要事項の説明を行いました。 

 

事 業 者 名   ふじみ居宅介護支援センター 

所  在  地    群馬県前橋市富士見町小沢 117 番地 2 

説  明  者                                  印                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


